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 本論文は、独創的な政治哲学者として知られるハンナ・アーレント（1906-75）について、

その特異な「政治的なもの」の把握を試みる研究である。アーレントの研究はこの 20 年ほ

どの間に質量ともに大きな進展を見せ、欧米のみならず、日本においても、すでに多数の

研究が蓄積されてきた。そのなかで本論文は、アーレントの思考枠組に注目し、これをユ

ートピア論などの系譜において語られてきた「祝祭性」や、また記憶の語りを特徴付ける

「物語性」との関係のなかで読み解き、これらの成果をもとにして、アーレントの主張で

ある「公共性」の復権に、新たな視角から光を当てようとする意欲的な研究である。こう

した道具立てはアーレントのテキストに対して外挿されたように見えるが、決してアーレ

ントの内在的な思想の発展の理解を軽視するわけではない。本論文は、アーレントの先行

研究を丹念に跡付けつつ、それらによってなお解かれていない問題があることを見出し、

とりわけ「実存主義」の政治的側面について、戦間期ドイツにおけるコンテクストを検討

している。またそうしたコンテクストとの関わりで、全体主義の政治体験がアーレントに

与えた決定的な重要性が強調されていることも、本論文の特徴のひとつである。そして、

アーレントが全体主義批判のために用いる「活動」などの観念そのものが、たしかに全体

主義とは区別されながらも、それとかなり際どい類似性をもつことが示され、ここにアー

レントにおける「政治的なもの」の両義性が論じられる。 
 まず序論「アーレントにおける「政治」の不可能性/可能性」では、先行研究が把握され

るとともに、それをもとに本論文の問題設定が提示される。川崎修による研究に依拠しつ

つ、アーレント解釈の文脈を「共和主義」「カント主義」「実存主義」に分けて検討すると

ともに、それぞれの不十分さが示される。本論文によれば、第三の文脈に関連する最近の

ポストモダニズム的なアーレント解釈、すなわち自己/ 他者の共約不可能性にたち、｢闘争

（アゴーン）」を重視する解釈は、「伝統の糸が切れた」世界喪失の時代としての現代にあ

って有利な面をもつ。しかしそれは実存主義の政治思想の出発点を示すものではあっても、

実存主義の政治が目指すものを明らかにしない点でやはり不十分である。また、アーレン

トの政治に「演劇性」を見る解釈はしばしば見られるが、演劇的な活動を可能にする政治

空間自体の刷新をアーレントが試みたことを理解するうえでは十分ではないとして、本論

文では「祝祭性」の概念が導入される。 



 第１章「ワイマールにおけるハンナ・アーレント」では、アーレントの伝記的諸事実、

ハイデガーおよびヤスパースとの出会い、当時のドイツの危機や表現主義などの思想状況

から、アーレントのアメリカへの亡命までがたどられる。そしてこの亡命はアーレントに

とって、ナチスに同調したドイツの知的社会に対する決定的な不信感を伴うものであった

ことが示される。 
 第２章「ニヒリズム・ユートピアニズム・全体主義」では、アーレントの全体主義理解

の特徴が検討され、それがアーレント『人間の条件』における著名な人間の３種の行為類

型（「労働 labor」「制作 work」「活動 action」）との関連で論じられる。本論文によれば、

近代の社会的領域における「労働」のプロセス的性格が、存在の空虚さと世界の意味喪失

をもたらすことにより、全体主義を準備する一方、「制作」の持つ完全な目的―手段関係を

志向する論理が、「千年王国」的な理念と結合して、ユートピア的伝統の鬼子としての全体

主義（ディストピア）を生み出した。そしてアーレントはこのような全体主義のもつある

種の魅力と幸福感についても言及していたことが指摘される。 
 「政治と祝祭(1)」「同(2)」と題された第３章と第４章は本論文の中核をなす章であり、第

３章ではルソーおよびハイデガー、第４章ではシュミットとの比較や関連のもとに、アー

レントの政治が展開される公共的祝祭空間の意義と問題性が論じられる。前章での検討に

おいて、アーレントにとって全体主義を回避するのは、人間間の意味に満ちた「活動」の

世界であるはずであった。しかし本論文によれば、この「活動」にも固有の危険が伴う。

アーレントの「活動」的な政治はまず、ルソーにおける＜観る―観られる＞関係の相互性

としての＜演劇―祝祭＞空間と類似するものであり、さらにハイデガーが関与したナチス

の運動におけるポリスの回帰としての祝祭空間との類似性をも導き入れてしまうのであっ

て、ここにアーレントのもつ危うさが指摘される。アーレントのこのような政治空間は、

ハイデガーと同じく全体主義に関わったカール・シュミットの「再現前」の発想とも近縁

性を有することになる。ただし本論文は、ネイション―フォルクの再現前の試みであるシ

ュミットに対し、アーレントの場合は空間的同一性を前提としない、遍在的で動態的な政

治空間の構成である点で、以上の危険を克服する契機をも持ち得ることを指摘している。 
 第５章「法、権力のドラマトゥルギー」では、『革命について』と『精神の生活』を中心

に、アーレントの革命観を題材として、歴史の断絶性と物語性との関係が考察される。ア

ーレントがフランス革命と対比してアメリカ革命を称賛したことはよく知られているが、

アメリカ革命が古代ローマの反復という旧い面と、政治体の新しい創設という面とを、ど

のように関係付けているかという点に関して、先の二著作の間には差異が存在することが

指摘される。本論文によれば、その差異は重点の置き方の相違に由来するものであって、

新と旧、断絶と連続とを関係付ける論理がアーレントには見出される。すなわち、アーレ

ントによれば、自由はあくまで人間相互間の関係の網の目において意味を有するのである

が、これは決して固定的ではありえず、革命という祝祭的な空間の出現によって関係の刷

新が行なわれる。しかしこの場合も刷新である以上は、無からの創造はありえず、伝統や



関係の網の目が否定されるわけではないことが緻密に論証される。 
 第６章「救済/ 破壊としての＜歴史―物語＞」では、まずアーレントがヘロドトスから引

用したとする、「支配の不在」としての「ポリス―イソノミア」観を疑問に付し、しばしば

古代回帰のノスタルジアとして批判されるアーレントの企てが成功していないことを示し

たうえで、むしろ過去のノスタルジックな再生の挫折にこそアーレントの可能性を探る立

場が提起される。ベンヤミンを引合いに出しつつ、本論文は伝統の破壊と再生の両義性を

秘めたものとして、アーレントの物語論の逆説を明らかにする。そして物語を作ること自

体に破壊と闘争の契機が含まれているゆえに、最近の解釈で対立する闘争（アゴーン）の

立場（ヴィラなど）と物語性に重点を置いた立場（ベンハビブなど）とが、二者択一的で

はなく、アーレントの関心のなかで統一されていることが示される。   
 
 以上のように本論文では、アーレント政治思想の再構成の試みにおいて、「祝祭性」をは

じめ、アーレントを論じる上では斬新な概念が導入されている。これらは一見違和感を与

えてもおかしくないものでありながら、先行する諸解釈ときわめて周到に突き合わされて

検討されており、アーレント解釈においてこれまで別々に検討されてきた諸問題が、これ

らの道具立てによって見事に関連付けて把握されたということができる。またこのような

理論志向が本論文の特徴であることは明らかであるが、しばしば理論志向の研究に見られ

るような歴史の軽視も本論文には見られない。さらに、「ユートピア論」「千年王国論」な

ど、現実を超越する諸意識形態の研究との接点を見出すことができた点でも、アーレント

研究の幅を広げた意義は大きい。 
 一方、国家、民族、アイデンティティなど、アーレントを今日の政治的課題に繋ぎ止め

ている諸問題に、独特の視点から切り込んだ点にも、本論文の意義が見出される。このよ

うなアクチュアリティはアーレントの貴重な遺産であるが、それゆえにこの点を強調する

論者が、ともすれば自分の願望をアーレントに恣意的に読み込む場合も少なくない。それ

に対し本論文はあくまでアーレントの視野の広がりを押え、またアーレントに批判的な距

離をとったうえで、このような政治的課題を説得的に論じ得た点でも高く評価することが

できる。 
 もちろん、このように高い評価に値する本論文にも、細かな欠点や論じ足りない部分が

存在しないわけではない。アーレントの「両義性」を解明するという方針からして、ある

程度はやむをえないと言うべきであるが、叙述はかなり難解であり、より平易に書くこと

ができれば一層良かったと思われる部分が存在する。また、「実存主義」の政治思想とされ

る場合の、その一般的な特徴や他の「実存主義」政治思想とアーレントのそれとの関係な

どが十分に論じられていない点などが挙げられる。 
 しかし、これら不十分と思われる点も軽微なものであり、本論文のきわめて高い価値を

そこなうものでは決してない。本論文はきわめて多数にのぼる日本でのアーレント研究の

なかで屈指の成果ということができ、英語圏その他での研究成果と比較してみても高い水



準に達している。それゆえ本審査委員会は本論文を博士（学術）の学位を授与するにふさ

わしい業績と判断する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




